
つくば市立茎崎中学校長 大髙　勝弘   

学校感染症と出席停止について（お願い） 

日頃より、本校の教育活動に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、お子様が感染症疾患にかかった場合、学校保健安全法第19条に基づいて出席停止の扱いとな

り、学校を休んでも欠席扱いにはなりません。感染症拡大防止のため、医師の指示する期間、登校停止

をお願い致します。 

なお、登校を開始する際には、下記リンク先「各種様式」より、「出席停止届出書」を印刷し、保護者

の方が必要事項を記入のうえ、担任まで御提出ください。 

・各種様式�

https://www.tsukuba.ed.jp/~kukichu/?page_id=7776



